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第３０ ＳＳ二重殻タンクの構造例 

（平3.4.30 消防危第37号通知） 

 

１ ＳＳ二重殻タンクの構造例 

ＳＳ二重殻タンクは、タンク室に設置する場合を除き、危政令第１３条第１項第１号

ロからホまでのすべてに適合することとされているがその例としては第５－８－１図に

示す構造のものがあること。 

なお、土圧等は外側の鋼板に働き、スペーサーを介して地下貯蔵タンクに伝えられる

こととなるが、これらの例における地下貯蔵タンクについては、各部分に発生する応力

が許容応力を超えないことが既に実験及び強度計算により確認されている。 

 

２ 漏えい検知装置 

漏えい検知装置の設置例は第５－８－２図から第５－８－４図に示す。 

 

第５－８－１図 ＳＳ二重殻タンク 
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第５－８－２図 ＳＳ二重殻タンク漏れ検知システムの例 

 

 

 

第５－８－３図 漏れ検知装置の例 

 

 


